
一
頁

○
総
務
省
令
第
三
十
七
号

地
方
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
三
号
）
及
び
地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（

平
成
二
十
五
年
政
令
第
百
七
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
及
び
地
方

税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
日

総
務
大
臣

新
藤

義
孝

地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

地
方
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
総
理
府
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
三
の
八
を
削
る
。

第
三
条
の
八
、
第
三
条
の
十
一
及
び
第
三
条
の
十
三
中
「
政
令
第
八
条
」
を
「
法
第
四
十
二
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
七
条
の
二
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
七
条
の
二
の
二

削
除



二
頁

第
七
条
の
三
の
三
第
一
項
中
「
第
二
条
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
」
の
下
に
「
障
害
児
通
所
支
援
事
業
、
障
害
児
相
談
支
援

事
業
、
」
を
加
え
、
「
相
談
支
援
事
業
」
を
「
一
般
相
談
支
援
事
業
、
特
定
相
談
支
援
事
業
」
に
改
め
る
。

第
九
条
の
三
を
削
り
、
第
九
条
の
二
の
三
を
第
九
条
の
三
と
す
る
。

第
十
条
の
七
の
三
第
十
三
項
中
「
規
定
す
る
」
の
下
に
「
障
害
児
相
談
支
援
事
業
、
」
を
加
え
、
「
相
談
支
援
事
業
」
を
「

一
般
相
談
支
援
事
業
、
特
定
相
談
支
援
事
業
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
四
項
と
し
、
同
条
第
十
二
項
を
同
条
第
十
三
項
と

し
、
同
条
第
十
一
項
を
同
条
第
十
二
項
と
し
、
同
条
第
十
項
を
同
条
第
十
一
項
と
し
、
同
条
第
九
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え

る
。

政
令
第
四
十
九
条
の
十
五
第
二
項
第
十
号
に
規
定
す
る
障
害
児
通
所
支
援
事
業
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
で
総
務
省
令
で

10
定
め
る
も
の
は
、
児
童
福
祉
法
第
六
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
児
童
発
達
支
援
、
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
医
療
型
発
達

支
援
、
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
及
び
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
保
育
所
等
訪
問
支
援
を
行
う
事

業
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
と
す
る
。

第
二
十
四
条
の
十
四
第
一
項
中
「
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
」
を
「
工
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八

十
五
号
）
に
基
づ
く
日
本
工
業
規
格
Ａ
九
〇
〇
二
（
木
質
材
料
の
加
圧
式
保
存
処
理
方
法
）
に
適
合
す
る
」
に
改
め
、
同
項
各



三
頁

号
及
び
同
条
第
二
項
を
削
る
。

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
電
磁
的
記
録
（
以
下
第
三
十
一
条
」
を
「
電
磁
的
記
録
（
以
下
第
二
十
八
条
」
に
改
め
、
同
項
第

二
号
中
「
第
三
十
一
条
」
を
「
次
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
同
項
の
表
の
各
号
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
」
を
「
同
項
に
規

定
す
る
法
人
」
に
改
め
、
「
同
表
の
各
号
の
中
欄
に
掲
げ
る
」
を
削
り
、
「
勘
定
項
目
」
を
「
勘
定
科
目
」
に
改
め
、
同
条
第

五
項
中
「
同
条
第
二
項
の
表
の
各
号
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
は
」
を
「
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
法
人
は
」
に
改
め
、
同
項
第
二

号
ロ
及
び
ハ
中
「
及
び
第
三
十
一
条
」
を
削
り
、
同
項
第
五
号
及
び
同
条
第
六
項
中
「
同
条
第
二
項
の
表
の
各
号
の
上
欄
に
掲

げ
る
者
」
を
「
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
法
人
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
第
二
項
中
「
第
七
百
四
十
八
条
第
二
項
の
表
の
各
号
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
」
を
「
第
七
百
四
十
八
条
第
二
項
に

規
定
す
る
法
人
」
に
改
め
、
「
同
表
の
各
号
の
中
欄
に
掲
げ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
第
一
号
中
「
第
七
百
五
十
条
第
三
項

」
を
「
第
七
百
四
十
九
条
第
三
項
」
に
、
「
本
項
」
を
「
こ
の
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
同
条
第
二
項
の
表
の
各
号
の

上
欄
に
掲
げ
る
者
」
を
「
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
法
人
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
第
三
項
中
「
地
方
団
体
の
長
」
を
「
道
府
県
知
事
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
中
「
住
所
所
在
地
等
の
地
方
団
体
の
長
」
を
「
事
務
所
所
在
地
等
の
道
府
県
知
事
」
に
改
め
る
。



四
頁

第
二
十
九
条
の
見
出
し
中
「
住
所
又
は
主
た
る
事
務
所
若
し
く
は
」
を
「
主
た
る
事
務
所
又
は
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中

「
住
所
等
」
及
び
「
住
所
又
は
主
た
る
事
務
所
若
し
く
は
事
業
所
」
を
「
事
務
所
等
」
に
、
「
本
条
」
を
「
こ
の
条
」
に
、
「

住
所
所
在
地
等
の
地
方
団
体
の
長
」
を
「
事
務
所
所
在
地
等
の
道
府
県
知
事
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
二
号
中
「
住
所
等
」

、
「
住
所
若
し
く
は
居
所
又
は
主
た
る
事
務
所
若
し
く
は
事
業
所
」
及
び
「
主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所
」
を
「
事
務
所
等
」

に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
住
所
等
」
を
「
事
務
所
等
」
に
、
「
住
所
所
在
地
等
の
地
方
団
体
の
長
」
を
「
事
務
所
所
在
地
等

の
道
府
県
知
事
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
及
び
第
五
号
中
「
住
所
等
」
を
「
事
務
所
等
」
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
を
削
り
、
第
三
十
二
条
を
第
三
十
一
条
と
し
、
第
三
十
三
条
を
第
三
十
二
条
と
し
、
第
三
十
四
条
を
第
三
十
三

条
と
す
る
。

附
則
第
二
条
の
三
か
ら
第
二
条
の
五
ま
で
を
削
り
、
附
則
第
二
条
の
六
を
附
則
第
二
条
の
三
と
し
、
附
則
第
三
条
を
削
り
、

附
則
第
二
条
の
七
を
附
則
第
三
条
と
す
る
。

附
則
第
四
条
の
六
第
七
項
中
「
ト
ラ
ッ
ク
」
を
「
自
動
車
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

８

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
七
項
第
一
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
乗
用
車
は
、
乗
車
定
員
が
十
人
で
あ
り
、

か
つ
、
立
席
を
有
し
な
い
も
の
と
す
る
。



五
頁

附
則
第
四
条
の
六
第
十
一
項
中
「
同
項
第
三
号
ハ
」
の
下
に
「
及
び
ニ
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
十
三
項
と
し
、
同
条
第

十
項
第
三
号
中
「
事
項
」
の
下
に
「
（
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
ニ
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。

）
」
を
加
え
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ

乗
車
定
員

附
則
第
四
条
の
六
第
十
項
を
同
条
第
十
二
項
と
し
、
同
条
第
九
項
中
「
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
七
項
第
一
号
及
び
第

二
号
」
を
「
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
七
項
第
一
号
に
規
定
す
る
平
成
二
十
五
年
一
月
二
十
七
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ

き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
制
動
装
置
保
安
基
準
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
並
び
に
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
十
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
七
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
け
ん
引
自
動
車
は
、
当
該
け

11
ん
引
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
三
十
五
条
の
三
第
一
項
第
十
四
号
の
二
に
規
定
す
る

第
五
輪
荷
重
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。

附
則
第
四
条
の
六
第
八
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

９

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
七
項
第
一
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
バ
ス
は
、
立
席
を
有
し
な
い
も
の
と
す
る
。



六
頁

附
則
第
五
条
の
三
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
附
則
第
十
条
の
三
第
三
項
」
を
「
附
則
第
十
条
の
三
第
二
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
六
条
第
八
項
中
「
第
五
号
」
を
「
第
六
号
」
に
改
め
、
同
項
の
表
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

搬
出
貨
物
表
示
装
置

搬
出
す
べ
き
貨
物
の
保
管
場
所
及
び
数
量
に
関
す
る
情
報
を
表
示
す
る
表
示
器
の
設
置
数

が
三
十
以
上
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

附
則
第
六
条
第
二
十
項
及
び
第
二
十
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
十
二
項
中
「
附
則
第
十
一
条
第
十
一
項
」
を
「
附
則
第
十
一

条
第
八
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
十
項
と
し
、
同
条
第
二
十
三
項
中
「
附
則
第
十
一
条
第
十
二
項
」
を
「
附
則
第
十
一

条
第
九
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
十
一
項
と
し
、
同
条
第
二
十
四
項
中
「
附
則
第
十
一
条
第
十
三
項
」
を
「
附
則
第
十

一
条
第
十
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
十
二
項
と
し
、
同
条
第
二
十
五
項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
九
項
」
を
「
附
則
第
十

五
条
第
八
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
十
三
項
と
し
、
同
条
第
二
十
六
項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
九
項
」
を
「
附
則
第
十

五
条
第
八
項
」
に
、
「
第
二
十
四
項
第
二
号
」
を
「
第
二
十
二
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
十
四
項
と
し
、
同
条

第
二
十
七
項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
十
項
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
九
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
十
五
項
と
し
、
同
条

第
二
十
八
項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
十
一
項
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
十
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
十
六
項
と
し
、
同

条
第
二
十
九
項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
十
一
項
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
十
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
十
七
項
と
し
、



七
頁

同
条
第
三
十
項
を
削
り
、
同
条
第
三
十
一
項
中
「
附
則
第
十
一
条
第
十
四
項
」
を
「
附
則
第
十
一
条
第
十
一
項
」
に
改
め
、
同

項
第
一
号
中
「
天
然
ガ
ス
充
て
ん
設
備
」
を
「
天
然
ガ
ス
充
塡
設
備
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
水
素
充
て
ん
設
備
」
を
「

水
素
充
塡
設
備
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
十
八
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

政
令
附
則
第
十
一
条
第
十
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
取
得
価
額
は
、
次
の

29
各
号
に
掲
げ
る
設
備
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

一

購
入
に
よ
り
取
得
し
た
設
備

次
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額

イ

当
該
設
備
の
購
入
の
代
価
（
引
取
運
賃
、
荷
役
費
、
運
送
保
険
料
、
購
入
手
数
料
、
関
税
そ
の
他
当
該
設
備
の
購
入

の
た
め
に
要
し
た
費
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
費
用
の
額
を
加
算
し
た
金
額
）

ロ

当
該
設
備
を
事
業
の
用
に
供
す
る
た
め
に
直
接
要
し
た
費
用
の
額

二

購
入
以
外
の
方
法
に
よ
り
取
得
し
た
設
備

次
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額

イ

そ
の
取
得
の
時
に
お
け
る
当
該
設
備
の
取
得
の
た
め
に
通
常
要
す
る
価
額

ロ

当
該
設
備
を
事
業
の
用
に
供
す
る
た
め
に
直
接
要
し
た
費
用
の
額

附
則
第
六
条
第
三
十
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
十
三
項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
十
三
項
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
十
一
項
」



八
頁

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
十
項
と
し
、
同
条
第
三
十
四
項
中
「
附
則
第
十
一
条
第
二
十
二
項
」
を
「
附
則
第
十
一
条
第
十
五

項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
十
一
項
と
し
、
同
条
第
三
十
五
項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
十
五
項
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第

十
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
十
二
項
と
し
、
同
条
第
三
十
六
項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
十
五
項
」
を
「
附
則
第
十
五

条
第
十
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
十
三
項
と
し
、
同
条
第
三
十
七
項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
十
六
項
」
を
「
附
則
第

十
五
条
第
十
四
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
十
四
項
と
し
、
同
条
第
三
十
八
項
中
「
附
則
第
十
一
条
第
二
十
三
項
」
を
「

附
則
第
十
一
条
第
十
六
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
、
列
車
の
運
行
本
数
の
増
加
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
三
十
五
項

と
し
、
同
条
第
三
十
九
項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
十
七
項
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
十
五
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
十

六
項
と
し
、
同
条
第
四
十
項
中
「
附
則
第
十
一
条
第
二
十
五
項
第
二
号
」
を
「
附
則
第
十
一
条
第
十
八
項
第
二
号
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
三
十
七
項
と
し
、
同
条
第
四
十
一
項
中
「
附
則
第
十
一
条
第
二
十
五
項
第
三
号
」
を
「
附
則
第
十
一
条
第
十
八

項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
十
八
項
と
し
、
同
条
第
四
十
二
項
中
「
附
則
第
十
一
条
第
二
十
六
項
」
を
「
附
則
第

十
一
条
第
十
九
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
十
九
項
と
し
、
同
条
第
四
十
三
項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
二
十
一
項
」
を
「

附
則
第
十
五
条
第
十
九
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
十
項
と
し
、
同
条
第
四
十
四
項
中
「
附
則
第
十
一
条
第
二
十
八
項
」

を
「
附
則
第
十
一
条
第
二
十
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
十
一
項
と
し
、
同
条
第
四
十
五
項
中
「
附
則
第
十
一
条
第
二



九
頁

十
八
項
」
を
「
附
則
第
十
一
条
第
二
十
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
十
二
項
と
し
、
同
条
第
四
十
六
項
中
「
附
則
第
十

五
条
第
二
十
六
項
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
二
十
四
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
十
三
項
と
し
、
同
条
第
四
十
七
項
中
「

附
則
第
十
五
条
第
二
十
六
項
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
二
十
四
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
十
四
項
と
し
、
同
条
第
四
十

八
項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
二
十
七
項
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
二
十
五
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
十
五
項
と
し
、
同

条
第
四
十
九
項
中
「
附
則
第
十
一
条
第
三
十
四
項
」
を
「
附
則
第
十
一
条
第
二
十
八
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
十
六
項

と
し
、
同
条
第
五
十
項
を
削
り
、
同
条
第
五
十
一
項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
三
十
項
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
二
十
七
項
」
に

改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
十
七
項
と
し
、
同
条
第
五
十
二
項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
三
十
一
項
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
二
十

八
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
十
八
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

政
令
附
則
第
十
一
条
第
三
十
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
輸
出
入
に
係
る
コ
ン
テ
ナ
貨
物
を
運
送
す
る

49
船
舶
の
使
用
の
一
単
位
に
係
る
港
湾
法
第
五
十
五
条
の
七
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
用
途
港
湾
施
設
（
同
項
第
一
号
に
掲
げ

る
港
湾
施
設
に
限
る
。
）
の
規
模
が
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

一

岸
壁
の
長
さ
が
三
百
三
十
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
岸
壁
の
前
面
の
泊
地
の
水
深
が
十
四
メ
ー
ト
ル
以
上



一
〇
頁

で
あ
る
場
合

岸
壁
及
び
コ
ン
テ
ナ
貨
物
の
荷
さ
ば
き
を
行
う
た
め
の
固
定
的
な
施
設
（
そ
の
附
属
施
設
を
含
む
。
）
の

敷
地
面
積
の
合
計
が
十
一
万
五
千
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二

岸
壁
の
長
さ
が
三
百
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
岸
壁
の
前
面
の
泊
地
の
水
深
が
十
三
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ

る
場
合

岸
壁
及
び
コ
ン
テ
ナ
貨
物
の
荷
さ
ば
き
を
行
う
た
め
の
固
定
的
な
施
設
（
そ
の
附
属
施
設
を
含
む
。
）
の
敷
地

面
積
の
合
計
が
九
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

政
令
附
則
第
十
一
条
第
三
十
項
第
四
号
に
規
定
す
る
コ
ン
テ
ナ
貨
物
の
荷
さ
ば
き
を
行
う
た
め
の
固
定
的
な
施
設
の
う
ち

50
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
コ
ン
テ
ナ
貨
物
の
荷
さ
ば
き
を
行
う
た
め
の
上
屋
と
す
る
。

附
則
第
六
条
第
五
十
三
項
中
「
附
則
第
十
一
条
第
三
十
八
項
」
を
「
附
則
第
十
一
条
第
三
十
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条

第
五
十
一
項
と
し
、
同
条
第
五
十
四
項
中
「
附
則
第
十
一
条
第
三
十
九
項
」
を
「
附
則
第
十
一
条
第
三
十
三
項
」
に
改
め
、
同

項
を
同
条
第
五
十
二
項
と
し
、
同
条
第
五
十
五
項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
三
十
二
項
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
二
十
九
項
」
に

改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
十
三
項
と
し
、
同
条
第
五
十
六
項
中
「
附
則
第
十
一
条
第
四
十
項
」
を
「
附
則
第
十
一
条
第
三
十
四

項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
十
四
項
と
し
、
同
条
第
五
十
七
項
中
「
附
則
第
十
一
条
第
四
十
一
項
」
を
「
附
則
第
十
一
条

第
三
十
五
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
十
五
項
と
し
、
同
条
第
五
十
八
項
中
「
附
則
第
十
一
条
第
四
十
二
項
第
二
号
」
を



一
一
頁

「
附
則
第
十
一
条
第
三
十
六
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
十
六
項
と
し
、
同
条
第
五
十
九
項
中
「
附
則
第
十
一
条

第
四
十
三
項
」
を
「
附
則
第
十
一
条
第
三
十
七
項
」
に
、
「
同
条
第
四
十
二
項
第
一
号
」
を
「
同
条
第
三
十
六
項
第
一
号
」
に

改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
十
七
項
と
し
、
同
条
第
六
十
項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
三
十
七
項
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
三
十
四

め
、
同
項
を
同
条
第
五
十
八
項
と
し
、
同
条
に
次
の
四
項
を
加
え
る
。

項
」
に
改

法
附
則
第
十
五
条
第
三
十
五
項
に
規
定
す
る
機
械
類
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
熱
電
併
給
型
動
力
発
生
装
置
（
エ

59
ン
ジ
ン
（
希
薄
燃
焼
方
式
又
は
ダ
ブ
ル
酸
素
セ
ン
サ
ー
付
三
元
触
媒
方
式
の
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。

）
又
は
タ
ー
ビ
ン
（
予
混
合
希
薄
燃
焼
方
式
、
低
温
選
択
還
元
脱
硝
方
式
、
熱
電
可
変
方
式
、
再
生
サ
イ
ク
ル
方
式
又
は
再

熱
サ
イ
ク
ル
方
式
の
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
こ
れ
ら
に
直
結
す
る
発
電
機
又
は
コ
ン
プ
レ
ッ

サ
ー
並
び
に
エ
ン
ジ
ン
又
は
タ
ー
ビ
ン
か
ら
排
出
さ
れ
た
熱
を
利
用
す
る
た
め
の
熱
交
換
器
、
廃
熱
ボ
イ
ラ
ー
又
は
廃
熱
吸

収
式
冷
温
水
器
を
同
時
に
設
置
す
る
場
合
の
こ
れ
ら
の
も
の
の
う
ち
、
発
電
効
率
及
び
廃
熱
回
収
効
率
の
合
計
値
が
七
十
二

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
と
な
る
場
合
の
こ
れ
ら
の
も
の
（
発
電
出
力
が
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
合
計
値

が
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
と
な
る
場
合
の
こ
れ
ら
の
も
の
と
す
る
。
）
に
限
る
も
の
と
し
、
こ
れ
ら
と
同
時
に
設
置
す
る
専

用
の
自
動
調
整
装
置
、
蓄
熱
槽
、
冷
却
装
置
、
系
統
連
系
用
保
護
装
置
、
ポ
ン
プ
又
は
配
管
を
含
む
。
）
と
す
る
。



一
二
頁

法
附
則
第
十
五
条
第
三
十
六
項
に
規
定
す
る
補
強
の
た
め
の
工
事
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
特
定
鉄
道
等
施
設
に

60
係
る
耐
震
補
強
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
五
年
国
土
交
通
省
令
第
十
六
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
特
定
鉄
道
等
施
設
に
係

る
同
令
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
実
施
さ
れ
る
耐
震
性
の
向
上
を
図
る
た
め
の
補
強
工
事
と
す
る
。

法
附
則
第
十
五
条
第
三
十
六
項
に
規
定
す
る
鉄
道
施
設
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
停
車
場
建
物
附
属
設
備
、
停
車

61
場
設
備
、
橋
り
ょ
う
、
高
架
橋
又
は
ト
ン
ネ
ル
の
う
ち
、
前
項
に
規
定
す
る
工
事
に
よ
り
新
た
に
取
得
し
た
部
分
と
し
て
地

方
運
輸
局
長
の
証
明
が
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

法
附
則
第
十
五
条
第
三
十
八
項
に
規
定
す
る
政
府
の
補
助
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
港
湾
機
能
高
度
化
施
設
整
備

62
事
業
費
に
係
る
補
助
と
す
る
。

附
則
第
七
条
の
二
を
削
る
。

第
号

の
２

の
３

様
式

の
申

告
書

・
修

正
申

告
書

第
号

の
２

の
４

様
式

の
申

第
十
六
号
の
五
様
式
記
載
要
領
２
中
「

3
4

3
4

、
、

」
を
削
る
。

告
書

・
修

正
申

告
書

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
十
六
号
の
九
様
式
記
載
要
領

中
15

（ヘ）



一
三
頁

ト
Ａ

Ｓ
Ｖ

衝
突

被
害

軽
減

ブ
レ

キ
搭

載
車

両
５

超
以

下
か

つ
乗

車
定

員
人

以
上

で
立

席
の

（

）

（

）
（

t
1
2
t

1
0

ー

な
い

バ
ス

等
万

円
控

除
７

）
（3

5
0

）
…
…

チ
Ａ

Ｓ
Ｖ

衝
突

被
害

軽
減

ブ
レ

キ
搭

載
車

両
超

か
つ

乗
車

定
員

人
以

上
で

立
席

の
な

い
バ

（

）

（

）
（1

2
t

1
0

ー

ス
等

万
円

控
除

８

）
（3

5
0

）
…
…

第
五
十
五
号
の
三
様
式
の
見
出
し
及
び
第
五
十
五
号
の
四
様
式
の
見
出
し
中
「
附
則
第
二
条
の
六
」
を
「
附
則
第
二
条
の
三

」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に

定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
二
条
の
三
の
八
を
削
る
改
正
規
定
、
第
七
条
の
二
の
二
の
改
正
規
定
、
第
九
条
の
三
を
削
り
、
第
九
条
の
二
の
三
を

第
九
条
の
三
と
す
る
改
正
規
定
、
第
二
十
五
条
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で
の
改
正
規
定
及
び
第
三
十
一
条
を
削
り
、
第
三
十



一
四
頁

二
条
を
第
三
十
一
条
と
し
、
第
三
十
三
条
を
第
三
十
二
条
と
し
、
第
三
十
四
条
を
第
三
十
三
条
と
す
る
改
正
規
定
並
び
に

附
則
第
三
条
の
規
定

平
成
二
十
六
年
一
月
一
日

二

附
則
第
六
条
に
四
項
を
加
え
る
改
正
規
定
（
同
条
第
六
十
二
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

港
湾
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第

号
）
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日

（
固
定
資
産
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
六
条
第
三
十
五
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

以
後
に
取
得
さ
れ
る
同
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
証
明
が
さ
れ
た
車
両
に
対
し
て
課
す
る
平
成
二
十
六
年
度
以
後
の

年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
取
得
さ
れ
た
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則

第
六
条
第
三
十
八
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
証
明
が
さ
れ
た
車
両
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
自
治
省
令
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
の
七
の
二
第
六
号
中
「
第
四
十
八
条
の
九
の
十
三
」
を
「
第
四
十
八
条
の
九
の
十
四
」
に
改
め
る
。



一
五
頁

（
総
務
省
関
係
法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

総
務
省
関
係
法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
五

年
総
務
省
令
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
地
方
税
法
施
行
令
の
項
中
「
、
第
十
二
条
の
二
第
八
項
」
を
削
る
。


